
平成２２年度地域づくり団体等活動支援事業実施要綱 

 

第１ 趣旨 

    地域づくり団体全国協議会（以下「全国協議会」という。）は、全国協議会に登録して

いる地域づくり団体（以下「登録団体」という。）及び都道府県協議会が行う自主的・

主体的な地域づくり活動を支援するため、この要綱の定めるところにより、地域づくり

団体等活動支援事業を行う。 

 

第２ 助成対象団体 

  助成対象団体は、次の各団体とする。 

（１） 登録団体（ただし、前年度において「地域づくり団体等活動支援事業」の助成を 

受けた団体及び全国協議会に登録後２ヶ月未満の団体を除く。） 

 （２）都道府県協議会 

 

第３ 助成対象事業 

 １ 助成対象事業は次の各事業とする。 

（１）講師等派遣事業 

    登録団体及び都道府県協議会が行う自主的・主体的な地域づくりのために講師等

を招聘して開催する研修会等の事業（多数の聴講者を対象とし、営利を目的としな

いもの）。 

（２）地域づくり活動支援事業 

登録団体が行う自主的・主体的な地域づくり活動（広報誌及びホームページの作

成やレベルアップ、その他団体の運営等）に関し、アドバイザーの指導・助言を受

ける事業。 

 ２ 助成対象事業は、平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日までに実施する事

業とする。 

 ３ 助成対象事業は、１団体あたり１事業のみとする。 

 

第４ 助成対象経費 

助成対象経費は、助成対象団体が助成対象事業を実施するために要する経費で、次に

掲げるものとする。 

（１）謝金 

別表に定める金額の範囲内で実際に事業に要する額とし、１０万円を限度とする。 

（２）旅費 

実際に事業に要する交通費及び宿泊費（日当は含まない。）と、全国協議会規程第

５条に基づき「財団法人地域活性化センター旅費規程」を準用して算出した交通費

及び宿泊費とのいずれか小さい額とし、１０万円を限度とする。 

 



第５ 助成金 

１ 助成金の額は、２０万円を上限とする。 

 ２ 助成金の額は、助成対象経費の１００％以下とする。 

 

第６ 助成金の交付申請手続き 

（１）助成金交付申請の受付期間 

助成金の交付申請は平成２２年１月１日から平成２３年１月３１日まで受け付け

る。ただし、助成金の累計額が地域づくり団体等活動支援事業の予算額に達し次第、

受付を終了するものとする。 

（２）助成金の交付申請 

助成金を受けようとする助成対象団体の代表は、全国協議会会長（以下「会長」

という。）に、事業実施の２ヶ月前までに、助成金交付申請書（様式１－１又は１－

２）に収支予算書及びその他参考となる資料を添付のうえ提出するものとする。な

お、登録団体の代表は、都道府県協議会を通じて提出するものとする。 

 

第７ 助成事業の決定等 

１ 会長は、提出された助成金交付申請書の内容を審査し、助成の可否及び助成金の額

を決定するものとする。 

２ 会長は、前項による決定結果を、申請のあった助成対象団体の代表に通知するもの

とする。なお、登録団体の代表へは、都道府県協議会を通じて通知するものとする。 

 

第８ 事業内容の変更申請 

助成対象団体の代表は、助成金の交付決定を受けた事業について、その内容を変更す

る必要が生じた場合は、参考となる資料を添付のうえ、ただちに変更申請書（様式５－

１又は５－２）を会長に提出し、事業実施前に会長の承認を受けるものとする。なお、

登録団体の代表は、都道府県協議会を通じて変更申請書を提出し、承認を受けるものと

する。 

 

第９ 申請の取下げ 

  助成対象団体の代表は、助成金の交付決定を受けた事業について、やむを得ない事情

により中止する場合は、ただちに事業中止届（様式７）を会長に提出するものとする。

なお、登録団体の代表は、会長への提出にあわせて事業中止届の写しを都道府県協議会

に提出するものとする。 

 

第１０ 実績報告 

助成対象団体の代表は、助成金の交付決定を受けた事業が完了したときは、会長に、

事業完了の１ヶ月後、又は平成２３年３月３１日のいずれか早い日までに、実績報告書

（様式２－１又は２－２）に収支決算書、当日の配布資料、記録写真等を添付のうえ提



出するものとする。なお、登録団体の代表は、都道府県協議会を通じて提出するものと

する。 

 

第１１ 助成金の交付 

１ 助成対象団体の代表は、助成金の交付を受けようとするときは、第１０に規定する

実績報告書と併せて、助成金交付請求書（様式３）及び領収書（様式４）の写しを提

出するものとする。なお、登録団体の代表は、都道府県協議会を通じて提出するもの

とする。 

２ 会長は、実績報告書及び添付書類、助成金交付請求書並びに領収書の写しを受理し

た後、その交付すべき助成金の額を確定し、交付するものとする。また、第１２の規

定による仮払いにより助成金を交付した場合は、精算により交付又は還付を行うもの

とする。 

 

第１２ 仮払い 

１ 助成対象団体の代表は、助成金の仮払いを希望する場合は、会長に、事業実施日の

１ヶ月前までに仮払金交付申請書（様式６）を提出するものとする。なお、登録団体

の代表は、都道府県協議会を通じて提出するものとする。 

２ 会長は、仮払金交付申請書を受理した場合は、助成金交付決定額の範囲内の額につ

いて仮払いを行うものとする。 

 

第１３ その他 

この要綱に定めるもののほか、事業の運営及びその他事業に関して必要な事項は全国

協議会が別途定める。 

 



別表：謝金助成限度基準表（１人当たり） 
Ａ Ｂ Ｃ 

       役務区分  

講師区分 講演 ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ 
団体運営やグループ 

討議等の指導・助言 

Ⅰ 著名人 100,000円以内 75,000円以内 
１時間につき 

50,000円以内 

Ⅱ 
大学教官（学長、学部

長、教授）企業経営者

等 

100,000円以内 50,000円以内 

１時間まで 

30,000円以内 

１時間超１時間につき

15,000円加算 

Ⅲ 

大学教官（准教授）、

地域活動のリーダー

または指導的立場に

ある者等 

70,000円以内 35,000円以内 

１時間まで 

20,000円以内 

１時間超１時間につき

10,000円加算 

Ⅳ 上記以外の者 50,000円以内 25,000円以内 

１時間まで 

15,000円以内 

１時間超１時間につき

7,500円加算 

  注）１ 講演及びパネルディスカッションは、１回２時間程度を標準とする。 

      ２ 講師等派遣事業において、講師が１日に異なる種類の役務を行なう場合の報酬

額の算定は、定められた役務ごとに個別に算定し、合計することができる。 

３ これによりがたい場合は、別途協議する。 

 

 
 


